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第１８回定例会議案

西 宮 市



第１８回（９月）定例会提案事件表

別冊

1 認定第 １６ 号 令和３年度西宮市水道事業会計決算認定の件

2 認定第 １７ 号 令和３年度西宮市工業用水道事業会計決算認定の件

3 認定第 １８ 号 令和３年度西宮市下水道事業会計決算認定の件

4 認定第 １９ 号 令和３年度西宮市病院事業会計決算認定の件

5 議案第５０２号 西宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の

件

6 議案第５０３号 西宮市医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件

7 議案第５０４号 西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

8 議案第５０５号 西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件

9 議案第５０６号 令和４年度西宮市一般会計補正予算（第４号）

10 議案第５０７号 令和４年度西宮市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

11 議案第５０８号 令和４年度西宮市介護保険特別会計補正予算（第１号）

12 議案第５０９号 令和４年度西宮市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

13 議案第５１０号 訴え提起の件（市営住宅等明渡し等請求事件）

14 議案第５１１号 令和３年度西宮市水道事業会計利益剰余金の処分の件

15 議案第５１２号 令和３年度西宮市工業用水道事業会計利益剰余金の処分の件

16 議案第５１３号 令和３年度西宮市下水道事業会計利益剰余金の処分の件

17 議案第５１４号 工事請負契約変更の件（津門保育所・津門児童館改築工事）

18 議案第５１５号 工事請負契約変更の件（安井小学校改築工事）

19 報告第１２３号 処分報告の件｛〔損害賠償の額の決定の件（道路施設管理事故の

件）〕専決処分｝

20 報告第１２４号 処分報告の件｛〔損害賠償の額の決定の件（公園管理事故の件）〕

専決処分｝

21 報告第１２５号 処分報告の件（市長の専決処分事項の指定に基づく専決処分）

22 報告第１２６号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件（一般財団法

人西宮市都市整備公社）

23 報告第１２７号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件（公益財団法

人西宮市国際交流協会）

24 報告第１２８号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件（西宮市土地

開発公社）

25 報告第１２９号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件（西宮都市管

理株式会社）

26 報告第１３０号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件（公益財団法

人西宮市文化振興財団）

27 報告第１３１号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件（公益財団法

人西宮スポーツセンター）
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28 報告第１３２号 資金不足比率報告の件

29 報告監第 ３ 号 現金出納検査結果報告（令和４年３月分～５月分）
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議案第５０２号

西宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件

西宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和４年８月３１日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

西宮市職員の育児休業等に関する条例（平成３年西宮市条例第３０号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条を次のように改める。

（育児休業をすることができない職員）

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の６第７項又は育児休業法第

６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 西宮市職員の定年等に関する条例（昭和５８年西宮市条例第３３号）第４条第１項

又は第２項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ｱ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下同じ。）

が１歳６箇月に達する日（以下「１歳６箇月到達日」という。）（当該子の出生

の日から第３条の２に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては

当該期間の末日から６月を経過する日、第２条の４の規定に該当する場合にあっ
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ては当該子が２歳に達する日）までに、その任期（任期が更新される場合にあっ

ては、更新後のもの）が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職

（以下「特定職」という。）に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(ｲ) 勤務日の日数を考慮して任命権者が定める非常勤職員

イ その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）において育児

休業をしている非常勤職員であって、第２条の３第２号に掲げる場合に該当して当

該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするも

の

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、

当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに

伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採

用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする非常勤職員

(4) その他任命権者が定める非常勤職員

第２条の２の２及び第２条の２の３を削る。

第２条の３を次のように改める。

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日）

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の１歳到達日

(2) １歳から１歳６箇月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合の

いずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業を

している場合であって、第３条第７号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げ

る場合に該当する場合、任命権者が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げ

る場合に該当する場合） 当該子の１歳６箇月到達日

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者（届出を

しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）がこの号に掲

げる場合又はこれに相当する場合に該当して育児休業法その他の法律の規定による

育児休業（以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。）をする場合

にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児
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休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日において育児休業をして

いる場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到達日において地方等育児休

業をしている場合

ウ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のため

に特に必要と認められる場合として任命権者が定める場合

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日後の期間においてこの号

に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

第２条の３の次に次の１条を加える。

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合）

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６箇月から２歳に達す

るまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合

（当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって、次条第７

号に掲げる事情に該当するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、任命

権者が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合）とす

る。

(1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者がこ

の条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合

にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休

業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日において育児休業を

している場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳６箇月到達日において地方

等育児休業をしている場合

(3) 当該子の１歳６箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務の

ために特に必要と認められる場合として任命権者が定める場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日後の期間においてこ

の条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

第３条の見出しを「（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情）」

に改め、同条第５号を削り、同条第６号中「別居したこと」の次に「、育児休業に係る子
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について児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定

する認定こども園又は児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等における保

育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加え、同

号を同条第５号とし、同号の次に次の２号を加える。

(6) 第２条の３第２号に掲げる場合に該当すること又は前条の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日と

する育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続

いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の

任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう

とすること。

第３条の次に次の１条を加える。

（育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間）

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間は、５７日間とする。

第６条中「西宮市職員の定年等に関する条例第４条第１項の規定により引き続いて勤務

している」を「第２条第１号又は第２号に掲げる」に改める。

第７条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。

第１２条を次のように改める。

（部分休業をすることができない職員）

第１２条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して任命権者が定める非常勤職員以

外の非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員を除く。）

(2) その他任命権者が定める職員

付 則

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。
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（参考１）

○提案理由

地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正に伴い、所要の規定の整備を行うた

め。

（参考２）

〇 （現行抄）西宮市職員の育児休業等に関する条例

（育児休業をすることができない職員）

育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、西宮市職員の定年等に関する条例（昭第２条

和５８年西宮市条例第３３号）第４条第１項の規定（同条第２項の規定により期限が延長され

る場合を含む。以下同じ。）により引き続いて勤務している職員及び非常勤職員のうち任命権

者が定めるものとする。

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日）

育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に第２条の２の２

応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」と

いう。）

(2) １歳から１歳６箇月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳到達日

の翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末

日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新

され、又は当該任期の満了後に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日

又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場

合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 非常勤職員の子が１歳６箇月に達

する日（以下「１歳６箇月到達日」という。）

ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員がする育児休

業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とさ

れた日）において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到

達日（当該配偶者がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業をしている場合

イ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に

必要と認められる場合として任命権者が定める場合に該当する場合

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合）

育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６箇月から２歳に達する第２条の２の３

までの子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日の翌日（当該子の１歳６箇

月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日と

する育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に

引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも

該当するときとする。

(1) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日において育児休業をしてい

る場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳６箇月到達日において育児休業をしてい

る場合
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(2) 当該子の１歳６箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために

特に必要と認められる場合として任命権者が定める場合に該当する場合

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める期間）

育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める期間は、５７日間とする。第２条の３

（再度の育児休業をすることができる特別の事情）

育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。第３条

(5) 育児休業（この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたも

のを除く。）の終了後、３月以上の期間を経過したこと（当該育児休業をした職員が、当該

育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等

計画書により任命権者に申し出た場合に限る。）。

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終

了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について

育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

（育児短時間勤務をすることができない職員）

育児休業法第１０条第１項の条例で定める職員は、西宮市職員の定年等に関する条例第第６条

４条第１項の規定により引き続いて勤務している職員とする。

（育児短時間勤務終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に育児短時間勤務をする

ことができる特別の事情）

育児休業法第１０条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とす第７条

る。

(6) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子につい

て既にしたものを除く。）の終了後、３月以上の期間を経過したこと（当該育児短時間勤務

をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育す

るための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。）。

（部分休業をすることができない職員）

育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、育児短時間勤務をしている職員及び第12条

非常勤職員のうち任命権者が定めるものとする。
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議案第５０３号

西宮市医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件

西宮市医療費助成条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和４年８月３１日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市医療費助成条例の一部を改正する条例

西宮市医療費助成条例（昭和４６年西宮市条例第２３号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第３号中「９歳」を「１５歳」に改め、同項第４号中「９歳」を「１５

歳」に、「１５歳」を「１８歳」に改め、同条第２項第２号の表前項第４号に該当する者

の項を削る。

第４条第１項第２号中「に限る。）」の次に「又は第２条第１項第４号に掲げる対象

者」を加え、同項第９号中「、同項第３号」を「又は同項第３号」に改め、「又は同項第

４号に掲げる対象者」を削る。

付 則

１ この条例は、令和５年１月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。

２ 改正後の西宮市医療費助成条例（以下「改正後の条例」という。）の規定による受給

資格等の認定の申請その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことがで

きる。

３ 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成
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について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例

による。

（参考１）

○提案理由

こども医療費助成制度の助成対象拡大に伴い、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

（現行抄）○西宮市医療費助成条例

（受給資格）

医療費の助成を受けることができる者は、本市に住所を有する者であつて、医療保険各第２条

法の適用を受けるもの（健康保険法の適用を受ける日雇特例被保険者で、同法による療養の給

付を受ける資格を有しないもの（以下「日雇特例被保険者」という。）及びその被扶養者を含

む。）のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(3) 年齢１歳に達する日の翌日の属する月の末日を過ぎ、年齢９歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある者

(4) 年齢９歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から年齢１５歳に達する日以後の最初の

３月３１日までの間にある者

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格を有しない。

(2) 次の表の左欄に掲げる者で、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の右欄に定める者に係る

医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の市町村民税の地方税法第２９２条第１項

第２号に掲げる所得割のそれぞれの額（同法第３１４条の７又は同法附則第５条の４第６項、

同法附則第５条の４の２第５項若しくは第７項若しくは同法附則第７条の２第４項の規定に

よる控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額。以下同じ。）を合計した

額が２３５,０００円以上となるもの（前項第８号又は第９号に該当する者で、同表の左欄

に掲げる者の区分に応じ、同表の右欄に定める者に係る医療保険各法の給付が行われた月の

属する年の前年（医療保険各法の給付が行われた月が１月から６月までの場合にあつては、

前々年。以下同じ。）中の所得（児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第９条の規

定に基づく所得をいう。）の額が同条第１項に規定する政令で定める額未満となるものを除

く。）

前項第４号に該当 その親権者その他の規則で定める者

する者

前項第５号から第 左欄に掲げる者、その配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

７号までに該当す 関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）及びその扶養義務者で

る者 規則で定めるもの（以下「扶養義務者」という。）

前項第８号に該当 次のいずれかに掲げる左欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該区分

する者 に定める者

ア 両親のいない状態にある者 その者を養育する者で規則で定めるも

の
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イ 母子状態及び父子状態にある者 その者の前項第９号に該当する者

（以下「母子家庭の母等」という。）及び母子家庭の母等の扶養義務

者等

母子家庭の母等 左欄に掲げる者及びその扶養義務者等

（助成の範囲）

市長は、前条第１項の規定により受給資格の認定を受けた者（以下「対象者」とい第４条

う。）について、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める金額を助成する。ただし、

第２条第１項第５号に掲げる対象者のうち障害の程度が４級に該当するものの保険医療機関等

における入院以外の療養及び同項第７号に掲げる対象者の精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律による精神障害の医療その他精神疾患による疾病に要する療養に係る医療費については、

助成を行わない。

(2) 第２条第１項第３号に掲げる対象者（特定対象者（前条第２項の規定により特定対象者の

認定を受けた者をいう。以下同じ。）に限る。）が保険医療機関等で医療保険各法の給付を

受けたとき（次号に掲げる場合を除く。） 被保険者等負担額から保険医療機関等ごとに１

日につき８００円を控除した額。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等において２日を

超えて給付を受けたときは、当該２日を超えて給付を受けた部分に係る助成については、控

除を行わない。

(9) 第２条第１項第２号に掲げる対象者、同項第３号に掲げる対象者（特定対象者を除く。）

又は同項第４号に掲げる対象者が保険医療機関等で医療保険各法の給付を受けたとき 当該

給付に係る被保険者等負担額に相当する額
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議案第５０４号

西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正

する条例制定の件

西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定する。

令和４年８月３１日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正

する条例

西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例（昭和６０年西宮市条

例第５１号）の一部を次のように改正する。

別表第１に次のように加える。

西宮マリナパークシティ戸建地区 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された阪神

地区整備計画 間都市計画西宮マリナパークシティ戸建地区地区計画の

（令和４年西宮市告示甲第５４１ 区域のうち、地区整備計画が定められた区域

号 決定）

別表第２に次のように加える。

(35) 西宮マリナパークシティ戸建地区地区整備計画

計画地区の名称 戸建地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅
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(2) 専ら居住の用に供する長屋住宅（３戸以上

の住戸を有するものを除く。）

(3) 寄宿舎

(4) 戸建住宅で、延べ面積の２分の１以上を居

住の用に供し、かつ、次に掲げるいずれかの

用途を兼ねるもの（アからエまでに掲げる用

途に供する部分の床面積の合計が５０平方メ

ートルを超えるものを除く。）

ア 建築してはならない建築物 ア 事務所

イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これ

らに類するもの

ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアト

リエ又は工房（原動機を使用する場合にあ

つては、その出力の合計が０．７５キロ

ワット以下のものに限る。）

エ 物品販売業を営む店舗

オ 診療所

(5) 前各号に掲げる建築物に附属するもの（規

則で定めるものを除く。）

建 築 物 の （ア）最高限度
イ

容 積 率 （イ）最低限度

建 築 物 の （ア）最高限度
ウ

建 蔽 率 （イ）緩和

エ 建築物の敷地面積の最低限度 １６５平方メートル

オ 建築物の建築面積の最低限度

１ 西宮マリナパークシティ戸建地区地区計画に

附属する計画図（以下この部において「計画

図」という。）に表示する敷地境界線ア又は敷
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地境界線イまでの距離は、１．５メートル
（ア）距離

２ 計画図に表示する敷地境界線ウまでの距離

は、４メートル

３ 前２項に掲げる敷地境界線以外の敷地境界線

までの距離は、１メートル

１ 建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれ

かに該当するもの

(1) 独立した車庫で、その高さが３．５メート
建 築 物 の

ル以下であるもの
外 壁 等 の

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が３メートル
面 か ら 道

以下であるもの
カ 路 境 界 線

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の
又 は 隣 地

高さが２．３メートル以下で、かつ、床面積
境 界 線 ま

の合計が５平方メートル以内である附属建築
で の 距 離

（イ）適用除外
物（独立した車庫を除く。）

２ （ア）欄第２項の規定の適用にあつては、次

の各号に掲げる要件のいずれにも適合する附属

建築物（当該敷地につき、１棟に限る。）

(1) 高さが５メートル以下であること。

(2) 床面積の合計が１８平方メートル以内であ

ること。

(3) 計画図に表示する敷地境界線ウまでの距離

が１．５メートル以上であること。

建築物の高さは、１０メートルとし、階数（地階

（ア）最高限度 を除く。）は、２（計画図に表示する区域Ａの部

建 築 物 の 分にあつては、３）とする。
キ

高さ （イ）最低限度

（ウ）例外
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（エ）適用除外

ク 建築物の形態又は意匠の制限

建築物に附属する垣又は柵の
ケ

構造の制限

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

（参考）

○提案理由

西宮マリナパークシティ戸建地区地区計画の決定に伴い、所要の規定の整備を行う

ため。
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議案第５０５号

西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件

西宮市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和４年８月３１日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市手数料条例の一部を改正する条例

西宮市手数料条例（平成１１年西宮市条例第３４号）の一部を次のように改正する。

付則第５項中「及び第８号」を「及び第７号」に改める。

別表第１第７０号中「第８５条第５項」を「第８５条第６項」に改め、同表第７０号の

２中「第８５条第６項」を「第８５条第７項」に改め、同表第７５号の４中「第８７条の

３第５項」を「第８７条の３第６項」に改め、同表第７５号の５中「第８７条の３第６

項」を「第８７条の３第７項」に改め、同表第１５３号中「「計画」を「「建築等計画」

に改め、同号の表備考中「計画の」を「建築等計画の」に、「計画に」を「建築等計画

に」に改め、同表第１５３号の２中「計画の」を「建築等計画の」に改め、「限る。）」

の次に「又は同条第６項若しくは第７項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画（第

１５４号の２において「維持保全計画」という。）の認定の申請」を加え、「長期優良住

宅増改築計画認定申請手数料」を「長期優良住宅増改築計画等認定申請手数料」に改め、

同表第１５４号中「計画の」を「建築等計画の」に改め、同号の表備考中「計画に」を

「建築等計画に」に改め、同表第１５４号の２中「計画の」を「建築等計画の」に改め、

「限る。）」の次に「又は維持保全計画の変更の認定の申請」を加え、「長期優良住宅増

改築計画変更認定申請手数料」を「長期優良住宅増改築計画等変更認定申請手数料」に改
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め、同表第１５５号中「（以下この号において「計画」という。）」を削る。

付 則

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、付則第５項並びに別表第１第

７０号、第７０号の２、第７５号の４及び第７５号の５の改正規定は、公布の日から施行

する。

（参考１）

○提案理由

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、所要の規定の整備を行う

ため。

（参考２）

（現行抄）○西宮市手数料条例

付 則

５ 当分の間、西宮市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成１８年西宮市条例第４１

号）第２条第１号に規定する証明書自動交付機又は多機能端末機による場合における別表第１

第８号並びに別表第２第１号、第３号、第６号及び第８号の規定の適用については、別表第１

第８号中「第１２０条第１項又は第１２６条」とあるのは「第１２０条第１項」と、「４５０

円」とあるのは「４００円」と、別表第２第１号、第３号、第６号及び第８号中「３００円」

とあるのは「２００円」と、同表第６号中「住民票又は戸籍の附票」とあるのは「住民票」と

する。

（第２条関係）別表第１

(70) 建築基準法第８５条第５項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審

査 仮設興行場等建築許可申請手数料

ア １月を超え３月以内のもの ６０,０００円

イ ３月を超えるもの １２０,０００円

(70 2) 建築基準法第８５条第６項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対するの

審査 仮設興行場等建築特例許可申請手数料 １６０,０００円

(75 4) 建築基準法第８７条の３第５項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行の

場等として使用することの許可の申請に対する審査 興行場等としての使用許可申請手数料

ア １月を超え３月以内のもの ６０,０００円

イ ３月を超えるもの １２０,０００円

(75 5) 建築基準法第８７条の３第６項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別の

興行場等として使用することの許可の申請に対する審査 特別興行場等としての使用特例許

可申請手数料 １６０,０００円
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(153) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第１項から

第４項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画（以下この号から第１５４号の２まで

において「計画」という。）の認定の申請（住宅の新築に係るものに限る。）に対する審

査 長期優良住宅新築計画認定申請手数料

備考 計画の認定の申請に長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第２項の規定によ

る申出が含まれる場合における手数料の額は、第３４号に規定する建築物に関する確認申

請手数料の額又は第３４号の２に規定する建築物に関する計画通知審査手数料の額（次の

各号に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ当該各号に定める額を加算した額）を加

算した額とする。

(1) 計画に建築基準法第８７条の４に規定する建築設備に係る部分が含まれる場合 当該

建築設備に係る第３５号に規定する建築設備に関する確認申請手数料の額又は第３５号

の２に規定する建築設備に関する計画通知審査手数料の額

(2) 計画に建築基準法第８８条第１項に規定する工作物に係る部分が含まれる場合 当該

工作物に係る第３６号に規定する工作物に関する確認申請手数料の額又は第３６号の２

に規定する工作物に関する計画通知審査手数料の額

（該当部分のみ抜粋）
(153 2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第１項から第５項までの規定に基づくの

計画の認定の申請（住宅の増築又は改築に係るものに限る。）に対する審査 長期優良住宅

増改築計画認定申請手数料

（該当部分のみ抜粋）
(154) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下この号において「法」という。）第８条

第１項の規定に基づく計画の変更の認定の申請（住宅の新築に係るものに限る。）に対する

審査 長期優良住宅新築計画変更認定申請手数料

備考 計画の変更の認定の申請に法第８条第２項において準用する法第６条第２項の規定に

よる申出が含まれる場合における手数料の額は、第３４号に規定する建築物に関する確認

申請手数料の額又は第３４号の２に規定する建築物に関する計画通知審査手数料の額（次

の各号に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ当該各号に定める額を加算した額）を

加算した額とする。

(1) 計画に建築基準法第８７条の４に規定する建築設備に係る部分が含まれる場合 当該

建築設備に係る第３５号に規定する建築設備に関する確認申請手数料の額又は第３５号

の２に規定する建築設備に関する計画通知審査手数料の額

(2) 計画に建築基準法第８８条第１項に規定する工作物に係る部分が含まれる場合 当該

工作物に係る第３６号に規定する工作物に関する確認申請手数料の額又は第３６号の２

に規定する工作物に関する計画通知審査手数料の額

（該当部分のみ抜粋）
(154 2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下この号において「法」という。）第８の

条第１項の規定に基づく計画の変更の認定の申請（住宅の増築又は改築に係るものに限

る。）に対する審査 長期優良住宅増改築計画変更認定申請手数料

（該当部分のみ抜粋）
(155) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第９条第１項の規定に基づく譲受人を決定した

場合又は同条第３項の規定に基づく管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建

築等計画（以下この号において「計画」という。）の変更の認定の申請に対する審査 譲受

人を決定した場合等における認定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

（該当部分のみ抜粋）



 

 

議案第５０６号 

 

 

令和４年度 西宮市一般会計補正予算 

（ 第４号 ） 

 

 

令和４年度 西宮市の一般会計補正予算（第４号）は次に定めるところによる。 

（ 歳入歳出予算の補正 ） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,314,579 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 201,611,442 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（ 債務負担行為の補正 ） 

第２条 債務負担行為の追加及び変更は「第２表 債務負担行為補正」による。 

（ 地方債の補正 ） 

第３条 地方債の変更は「第３表 地方債補正」による。 

 

 

  令和４年８月３１日提出 

 

 

西宮市長 石 井 登志郎 
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                          第 １ 表     歳 入 歳 出 予 算 補 正

     １ 歳 入                                                                      （単位：千円）
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
 ┃         款         │         項         │   補正前の額   │   補 正 額   │       計       ┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃45  国庫支出金      │                    │      41,387,637│       1,342,691│      42,730,328┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │10  国庫補助金      │       9,864,824│       1,342,691│      11,207,515┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃50  県支出金        │                    │      14,454,179│          17,778│      14,471,957┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │10  県補助金        │       3,330,137│          17,778│       3,347,915┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃60  寄 附 金        │                    │         106,522│             782│         107,304┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  寄 附 金        │         106,522│             782│         107,304┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃70  繰 越 金        │                    │               1│       1,702,171│       1,702,172┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  繰 越 金        │               1│       1,702,171│       1,702,172┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃75  諸 収 入        │                    │       5,383,378│       △820,743│       4,562,635┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │90  雑    入        │       4,110,792│       △820,743│       3,290,049┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃80  市    債        │                    │      11,600,300│          71,900│      11,672,200┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  市    債        │      11,600,300│          71,900│      11,672,200┃
┠──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃    歳   入   合   計    │     199,296,863│       2,314,579│     201,611,442┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
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     ２ 歳 出                                                                      （単位：千円）
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
 ┃         款         │         項         │   補正前の額   │   補 正 額   │       計       ┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃05  議 会 費        │                    │         863,514│           5,849│         869,363┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  市議会費        │         863,514│           5,849│         869,363┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃10  総 務 費        │                    │      20,398,721│         100,281│      20,499,002┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  総 務 費        │      16,885,303│          66,813│      16,952,116┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │15  戸籍住民基本台帳│       1,225,097│          33,468│       1,258,565┃
 ┃                    │    費              │                │                │                ┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃15  民 生 費        │                    │      93,736,102│       1,957,984│      95,694,086┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  社会福祉費      │      23,691,652│         137,815│      23,829,467┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │10  老人福祉費      │       1,951,921│         117,552│       2,069,473┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │15  児童福祉費      │      35,505,146│         654,656│      36,159,802┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │20  障害福祉費      │      17,485,062│         592,008│      18,077,070┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │25  生活保護費      │      15,102,321│         455,953│      15,558,274┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃20  衛 生 費        │                    │      20,881,391│         217,485│      21,098,876┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │03  保 健 費        │      10,782,167│         197,765│      10,979,932┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │10  清 掃 費        │       6,237,381│          19,720│       6,257,101┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃35  商 工 費        │                    │       1,081,653│          13,342│       1,094,995┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  商 工 費        │       1,081,653│          13,342│       1,094,995┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃40  土 木 費        │                    │      15,958,865│        △34,000│      15,924,865┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │10  道路橋梁費      │       3,234,377│        △34,000│       3,200,377┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃50  教 育 費        │                    │      23,503,009│          53,638│      23,556,647┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  教育総務費      │       3,462,168│             759│       3,462,927┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │10  小学校費        │       8,674,706│          31,810│       8,706,516┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │15  中学校費        │       3,118,257│          17,710│       3,135,967┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │20  特別支援学校費  │         419,266│             360│         419,626┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │40  保健体育費      │       4,230,061│           2,999│       4,233,060┃
┠──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃    歳   出   合   計    │     199,296,863│       2,314,579│     201,611,442┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
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追 　加

変 　更

期 間 限 度 額

そ の 他 プ ラ ス チ ッ ク 処 理 事 業 令和5～7年度 221,018 令和5～7年度 458,712

（単位：千円）

補 正 前 補 正 後

事 項

限 度 額 期 間

第　２　表　　債 務 負 担 行 為 補 正

事 項

西 宮 中 央 運 動 公 園 再 整 備 事 業 事 業 者 選 定 支 援 業 務

上 甲 子 園 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 等
建 設 補 助 事 業

期 間

令和5年度

令和5年度

（単位：千円）

限 度 額

医 療 助 成 シ ス テ ム 改 修 業 務 令和5年度 9,900

12,386

272,790

学 校 施 設 改 修 事 業 基 本 設 計
及 び 発 注 者 支 援 業 務

令和6年度 107,086

西 部 工 場 解 体 整 備 事 業 ( 仕 様 書 作 成 等 業 務 ) 令和5年度 5,606

道 路 附 属 施 設 更 新 事 業 令和5年度 34,000
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変 　更 （単位：千円）

起 債 の 目 的 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

補正前 800 政府資金その ４．０％以内 借入日の翌日から
他から普通貸 ( ただし、利率 30年以内（10年以
借又は証券発 見直し方式で 内の据置を含む。)

老人福祉施設整備事業 補正額 105,900 行による。　 借入れる資金 に毎半年賦の元利
市財政の都合 について利率 均等、元金均等そ
により翌年度 の見直しを行 の他の方法により

計 106,700 以降に繰延べ った後におい 償還する。ただし、
起債すること ては、当該見 借入先の融資条件
ができる。 直し後の利率） に変更があるとき

補正前 11,635,400 は、その条件に従
う。また、市財政
の都合により繰上

計 補正額 105,900 償還をなし、又は
借換えすることが
できる。

計 11,741,300

第　３　表　　地 方 債 補 正

限 度 額
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　　      債務負担行為で翌年度以降にわたるも
　　      および当該年度以降の支出予定額等に

　追　加

  令和３年度末までの   令和４年度以降の
事 項 限  度  額   支出額   支出（見込）額

期 間 金 額 期 間 金 額

（ 参 考 ）

1.　 西宮中央運動公園再整備事業事業者選定支援業務
　　　（令和5年度）
     西宮中央運動公園再整備事業に係る事業者選定支援業務の委託
　   総  事  業  費 25,058,000 円の一部

2.　 医療助成システム改修業務
　　　（令和5年度）
     医療費助成制度拡大に伴うシステム改修業務の委託

3.　 上甲子園特別養護老人ホーム等建設補助事業
　　　（令和5年度）
     上甲子園特別養護老人ホーム等の整備に係る補助事業
　   総  事  業  費 389,700,000 円の一部

4.　 西部工場解体整備事業(仕様書作成等業務)
　　　（令和5年度）
     西部工場解体整備事業に係る仕様書作成等業務の委託

5.　 道路附属施設更新事業
　　　（令和5年度）
     アプリ甲東昇降施設更新工事

6.　 学校施設改修事業基本設計及び発注者支援業務
　　　（令和6年度）
     苦楽園小学校・苦楽園中学校の長寿命化改修に伴う基本設計及び発注者支援業務の委託

5,606,000円

34,000,000円

107,086,000円

上甲子園特別養護老人ホーム等
建 設 補 助 事 業

272,790 5 272,790

医 療 助 成 シ ス テ ム 改 修 業 務 9,900 5 9,900

西 宮 中 央 運 動 公 園 再 整 備 事 業
事 業 者 選 定 支 援 業 務

12,386 5 12,386

272,790,000円

5 34,000道 路 附 属 施 設 更 新 事 業 34,000

9,900,000円

12,386,000円

6 107,086107,086
学 校 施 設 改 修 事 業 基 本 設 計
及 び 発 注 者 支 援 業 務

西 部 工 場 解 体 整 備 事 業
( 仕 様 書 作 成 等 業 務 )

5,606 5 5,606

9－30



のについての前年度末までの支出額
関する調書

（単位：千円）

国 県 支 出 金 市 債 そ の 他

25,390247,400

9,900

12,386

34,000

107,086

左 の 財 源 内 訳

一 般 財 源
特 定 財 源

5,606

9－31



　　      債務負担行為で翌年度以降にわたるも
　　      および当該年度以降の支出予定額等に

　変　更

  令和３年度末までの   令和４年度以降の
事 項   支出額   支出（見込）額

期 間 金 額 期 間 金 額

補正前 221,018 5～7 221,018

その他プラスチック処理事業 補正額 237,694 - 237,694

補正後 458,712 5～7 458,712

（ 参 考 ）

　　 その他プラスチック処理事業

　　 　補正前　（令和5年度～令和7年度）
　　 　補正後　（令和5年度～令和7年度）

　　 処理量の増に伴う限度額の変更

限  度  額

458,712,000円
221,018,000円
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のについての前年度末までの支出額
関する調書

（単位：千円）

国 県 支 出 金 市 債 そ の 他

221,018

237,694

458,712

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一 般 財 源
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一 般 会 計

　 　１．特 別 職

（単位：千円）

(4.45月)

3 37,747 16,843 26,182 80,772 8,053 88,825

(4.45月)

41 342,228 149,948 492,176 98,756 590,932

(4.45月)

2,697 397,144 17,844 7,942 6,550 429,480 3,857 433,337

2,741 739,372 55,591 174,733 32,732 1,002,428 110,666 1,113,094

(4.45月)

3 37,747 16,843 26,182 80,772 8,053 88,825

(4.45月)

41 342,228 149,948 492,176 98,756 590,932

(4.45月)

2,686 396,734 17,844 7,942 6,550 429,070 3,857 432,927

2,730 738,962 55,591 174,733 32,732 1,002,018 110,666 1,112,684

11 410 410 410

11 410 410 410

合  計 備  考
報  酬 給  料

期 末 手 当
年 間 支 給

そ の 他
の 手 当

計

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

区 分
職 員 数

（人）

給　　　　　　　　　　与　 　　　　　　　　　費

共 済 費

補
　
　
　
正
　
　
　
前

長
等

計

議
員

補
　
　
　
正
　
　
　
後

長
等

そ
の
他

議
員

そ
の
他

計

比
　
　
　
　
　
　
　
較

長
等

そ
の
他

議
員

計
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議案第５０７号 

 

 

令和４年度 西宮市国民健康保険特別会計補正予算 

（ 第１号 ） 

 

 

令和４年度 西宮市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところ

による。 

（ 歳入歳出予算の補正 ） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7,578 千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 43,445,275 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和４年８月３１日提出 

 

 

西宮市長 石 井 登志郎 
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                          第 １ 表     歳 入 歳 出 予 算 補 正

     １ 歳 入                                                                      （単位：千円）
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
 ┃         款         │         項         │   補正前の額   │   補 正 額   │       計       ┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃65  繰 入 金        │                    │       4,905,635│           7,578│       4,913,213┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  繰 入 金        │       4,905,635│           7,578│       4,913,213┃
┠──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃    歳   入   合   計    │      43,437,697│           7,578│      43,445,275┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
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     ２ 歳 出                                                                      （単位：千円）
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
 ┃         款         │         項         │   補正前の額   │   補 正 額   │       計       ┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃05  総 務 費        │                    │         684,988│           6,608│         691,596┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  総務管理費      │         613,972│           6,608│         620,580┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃25  保健事業費      │                    │         363,300│             970│         364,270┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  保健事業費      │         363,300│             970│         364,270┃
┠──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃    歳   出   合   計    │      43,437,697│           7,578│      43,445,275┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
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議案第５０８号 

 

 

令和４年度 西宮市介護保険特別会計補正予算 

（ 第１号 ） 

 

 

令和４年度 西宮市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによ

る。 

（ 歳入歳出予算の補正 ） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 202,348 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 37,325,166 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和４年８月３１日提出 

 

 

西宮市長 石 井 登志郎 
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                          第 １ 表     歳 入 歳 出 予 算 補 正

     １ 歳 入                                                                      （単位：千円）
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
 ┃         款         │         項         │   補正前の額   │   補 正 額   │       計       ┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃45  国庫支出金      │                    │       8,465,230│          45,510│       8,510,740┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  国庫負担金      │       6,176,435│          36,667│       6,213,102┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │10  国庫補助金      │       2,288,795│           8,843│       2,297,638┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃47  支払基金交付金  │                    │       9,585,329│          54,634│       9,639,963┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  支払基金交付金  │       9,585,329│          54,634│       9,639,963┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃50  県支出金        │                    │       5,184,661│          29,097│       5,213,758┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  県負担金        │       4,838,356│          29,097│       4,867,453┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃65  繰 入 金        │                    │       6,436,586│          73,107│       6,509,693┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  繰 入 金        │       6,436,586│          73,107│       6,509,693┃
┠──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃    歳   入   合   計    │      37,122,818│         202,348│      37,325,166┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
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     ２ 歳 出                                                                      （単位：千円）
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
 ┃         款         │         項         │   補正前の額   │   補 正 額   │       計       ┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃10  保険給付費      │                    │      33,891,666│         202,348│      34,094,014┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  保険給付費      │      33,891,666│         202,348│      34,094,014┃
┠──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃    歳   出   合   計    │      37,122,818│         202,348│      37,325,166┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
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議案第５０９号 

 

 

令和４年度 西宮市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

（ 第１号 ） 

 

 

令和４年度 西宮市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は次に定める

ところによる。 

（ 歳入歳出予算の補正 ） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,012 千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 8,026,634 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和４年８月３１日提出 

 

 

西宮市長 石 井 登志郎 
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                          第 １ 表     歳 入 歳 出 予 算 補 正

     １ 歳 入                                                                      （単位：千円）
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
 ┃         款         │         項         │   補正前の額   │   補 正 額   │       計       ┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃65  繰 入 金        │                    │       1,647,224│           3,012│       1,650,236┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  一般会計繰入金  │       1,647,224│           3,012│       1,650,236┃
┠──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃    歳   入   合   計    │       8,023,622│           3,012│       8,026,634┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
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     ２ 歳 出                                                                      （単位：千円）
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
 ┃         款         │         項         │   補正前の額   │   補 正 額   │       計       ┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃05  総 務 費        │                    │         323,467│           3,012│         326,479┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │10  徴 収 費        │          62,252│           3,012│          65,264┃
┠──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃    歳   出   合   計    │       8,023,622│           3,012│       8,026,634┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
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議案第５１０号

訴 え 提 起 の 件

下記のとおり訴えを提起する。

令和４年８月３１日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 訴えの事件名

市営住宅等明渡し等請求事件

２ 訴えの相手方

（ 1 ）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊

（ 2 ）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊

（ 3 ）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊

３ 訴えの趣旨

(1) 次に掲げる市営住宅の明渡しを求める。

ア 相手方( 1 )にあっては当該住所地の市営住宅

イ 相手方( 2 )及び( 3 )にあっては＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

(2) 相手方( 1 )に対し、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊物置の明渡し

を求める。

(3) 相手方( 1 )から( 3 )までにあっては滞納家賃、延滞金及び家賃相当損害金の支払を、

相手方( 1 )にあっては加えて物置滞納使用料及び損害金の支払を求める。



13－2

(4) 相手方( 1 )にあっては滞納家賃等（物置滞納使用料を含む。）の全額を支払い、以

後の家賃（物置使用料を含む。）を滞納せずに支払うと申し出た場合、この項( 1 )か

ら( 3 )までの規定にかかわらず、市は当該市営住宅（物置を含む。）を対象とした訴

え提起前の和解を申し立てることができる。

４ 訴訟方法等

控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任する。

（参考）

○訴えを提起する理由

市営住宅の入居者である相手方( 1 )にあっては家賃及び物置使用料を長期にわたり

滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方( 2 )及び( 3 )にあって

は市営住宅を不正に使用し、市の明渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴

えを提起するものである。
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議案第５１１号

令和３年度西宮市水道事業会計利益剰余金の処分の件

令和３年度西宮市水道事業会計利益剰余金の処分について、次のとおりとする。

令和４年８月３１日提出

西宮市長 石 井 登志郎

令和３年度西宮市水道事業会計の未処分利益剰余金４，８０７，３６１，３０５円のう

ち８３１，４００，０００円を資本金に組み入れ、５４，６００，０００円を減債積立金

に、１，０３６，７２９，０００円を建設改良積立金にそれぞれ積み立てる。

（参考）

○地方公営企業法

（剰余金の処分等）

第３２条

２ 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定めると

ころにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。



15－1

議案第５１２号

令和３年度西宮市工業用水道事業会計利益剰余金の処分の件

令和３年度西宮市工業用水道事業会計利益剰余金の処分について、次のとおりとする。

令和４年８月３１日提出

西宮市長 石 井 登志郎

令和３年度西宮市工業用水道事業会計の未処分利益剰余金４８８，２８６，４００円の

うち５，０００，０００円を資本金に組み入れ、４，６００，０００円を減債積立金に、

４２，０００，０００円を建設改良積立金にそれぞれ積み立てる。

（参考）

○地方公営企業法

（剰余金の処分等）

第３２条

２ 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定めると

ころにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。
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議案第５１３号

令和３年度西宮市下水道事業会計利益剰余金の処分の件

令和３年度西宮市下水道事業会計利益剰余金の処分について、次のとおりとする。

令和４年８月３１日提出

西宮市長 石 井 登志郎

令和３年度西宮市下水道事業会計の未処分利益剰余金２，６３６，８２２，５５１円の

うち３９４，６２０，２８６円を資本金に組み入れ、３８３，８５２，９６３円を減債積

立金に積み立てる。

（参考）

○地方公営企業法

（剰余金の処分等）

第３２条

２ 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定めると

ころにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。
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議案第５１４号

工事請負契約変更の件

令和４年３月１７日議決を得た工事請負契約締結の件中、契約金額を下記のとおり変更

する。

令和４年８月３１日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

議 決 番 号 変 更 事 項

契約金額「金６２１，５００，０００円」を
議決第５４５号

「金６２５，１８３，０４４円」に変更する。

（参考）

１ 変 更 理 由 令和４年３月適用の公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置

について対応すべく設計変更を行うため。

２ 原契約の目的 津門保育所・津門児童館改築工事

３ 契約の相手方 西宮市高松町２０番２１号

松田・シババヤシ 特定建設工事共同企業体

４ 工 期 令和４年３月１８日から令和５年９月２９日まで
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議案第５１５号

工事請負契約変更の件

令和３年３月２３日議決を得た工事請負契約締結の件中、契約金額を下記のとおり変更

する。

令和４年８月３１日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

議 決 番 号 変 更 事 項

報告第１０４号（令和４年３月１日終了）で変更した

議決第３５９号 契約金額「金２，８５７，０９０，１４４円」を

「金２，８６３，４１４，７３２円」に変更する。

（参考）

１ 変 更 理 由 学校及び育成センターの要望による防球ネットの範囲拡大、外壁タ

イルの形状変更、育成センターのタラップ追加等に伴い工事費が増

額となるため。

２ 原契約の目的 安井小学校改築工事

３ 契約の相手方 西宮市池田町１２番２０号

新井組・安武建設 特定建設工事共同企業体

４ 工 期 令和３年３月２４日から令和６年３月８日まで
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報告第１２３号

処 分 報 告 の 件

下記の事件について専決処分したので報告し、承認を求める。

令和４年８月３１日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

専決第２０号

損害賠償の額の決定の件専決処分書

下記のとおり損害賠償の額を決定する。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。

令和４年８月１日専決

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 相手方

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊

２ 事件の概要
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊において、街路樹の根が相手方敷地に侵入し、土間を破損したも

の。

３ 示談の要旨

(1) 市は、相手方に対し、損害賠償金として金１，０１２，９４９円を負担する。

(2) 当事者双方は、本件事故について、本示談条項以外相互に何らの債権債務がないこ

とを確認する。
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報告第１２４号

処 分 報 告 の 件

下記の事件について専決処分したので報告し、承認を求める。

令和４年８月３１日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

専決第２１号

損害賠償の額の決定の件専決処分書

下記のとおり損害賠償の額を決定する。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。

令和４年８月１日専決

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 相手方

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊

２ 事件の概要
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令和４年５月５日午前１０時頃、＊＊＊＊＊＊＊＊＊先夙川河川敷緑地内の腐食して

いた樹木が倒れたため相手方家屋に接触し、これを破損したもの。

３ 示談の要旨

(1) 市は、相手方に対し、損害賠償金として金１，５７０，７３８円を負担する。

(2) 当事者双方は、本件事故について、本示談条項以外相互に何らの債権債務がないこ

とを確認する。
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報告第１２５号

処 分 報 告 の 件

下記の事件について専決処分したので報告する。

令和４年８月３１日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

地方自治法第１８０条第１項の規定による市長の専決処分事項の指定に基づき、次の事

件を専決処分する。

専決第 ７ 号 令和 ４ 年 ５ 月１７日

専決第 ８ 号 令和 ４ 年 ５ 月２０日

専決第 ９ 号 令和 ４ 年 ５ 月２３日

専決第１１号 令和 ４ 年 ６ 月 ８ 日

専決第１２号 令和 ４ 年 ６ 月２７日

専決第１３号 令和 ４ 年 ６ 月３０日

専決第１４号 令和 ４ 年 ７ 月 ５ 日

専決第１５号 令和 ４ 年 ７ 月 ８ 日

専決第１６号 令和 ４ 年 ７ 月２６日

専決第１７号 令和 ４ 年 ７ 月２６日

専決第１８号 令和 ４ 年 ７ 月２９日

専決第１９号 令和 ４ 年 ７ 月２９日
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和解に係る専決処分（指定事項第１号該当）

専 決 年 月 日 令和４年５月１７日

専 決 番 号 第７号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

令和３年１２月２４日午後２時４０分頃、西宮市天道町２６－９先市道

事 件 の 概 要 幹第２６号線において、相手方が歩道を歩いていたところ、植樹桝の段

差に足を取られ転倒し、負傷したもの。

相手方の治療費等（４０１，８１７円）の３０パーセントを市が、７０

パーセントを相手方が負担する。
和 解 の 要 旨

専 決 年 月 日 令和４年５月２３日

専 決 番 号 第９号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊
相 手 方

令和４年１月１１日午後１時頃、西宮市菊谷町１３－２１先市道幹第

２５号線において、相手方車両（乗用車）が歩道に幅寄せしたところ、
事 件 の 概 要

歩道に設置された縁石が道路上に張り出していたため、これに接触し、

破損したもの。

相手方の車両修理費（８２１，８１０円）の３５パーセントを市が、
和 解 の 要 旨

６５パーセントを相手方が負担する。
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専 決 年 月 日 令和４年６月８日

専 決 番 号 第１１号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊
相 手 方

令和４年３月１９日午後７時４７分頃、西宮市大畑町１１－６先におい

て、市車両（救急車）が、緊急走行を開始した直後に転回のため右方向
事 件 の 概 要

に発進しようとしたところ、追越車線を走行していた相手方車両（乗用

車）に接触し、双方の車両が破損したもの。

市の車両修理費（１７０，３０２円）を市が、相手方の車両修理費
和 解 の 要 旨

（５７７，５００円）を相手方が負担する。

専 決 年 月 日 令和４年６月３０日

専 決 番 号 第１３号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

令和４年４月２７日午後０時３０分頃、武庫川河川敷緑地において、相

手方車両（自転車）がサイクリングロードを走行していたところ、サイ
事 件 の 概 要

クリングロード上に張り出していた市の管理する樹木の枝に接触して転

倒し、相手方が負傷するとともに相手方眼鏡が破損したもの。

相手方の治療費等（３３，０００円）の４５パーセントを市が、５５パ

ーセントを相手方が負担する。
和 解 の 要 旨
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専 決 年 月 日 令和４年７月２９日

専 決 番 号 第１９号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊
相 手 方

令和４年７月１日午後５時３０分頃、西宮市山口町金仙寺１５１０－４

先市道山第４２号線において、相手方車両（乗用車）が走行していたと事 件 の 概 要

ころ、コンクリート舗装の破損箇所に接触し、これを破損したもの。

和 解 の 要 旨 相手方車両のタイヤ交換費用（６３，３６０円）を市が負担する。
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損害賠償の額の決定に係る専決処分（指定事項第２号該当）

専 決 年 月 日 令和４年５月２０日

専 決 番 号 第８号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊ ＊ ＊

令和４年４月２６日午後４時頃、西宮市甲子園高潮町７－８先におい

て、美化第１課の職員が粗大ごみの積込みを行っていたところ、誤って
事 件 の 概 要

粗大ごみのガラス部分を割ったためにガラス片が道路上に散乱し、当該

ガラス片上を走行した相手方車両（貨物車）が破損したもの。

損害賠償の額 車両修理費 ６１，６００円

専 決 年 月 日 令和４年６月２７日

専 決 番 号 第１２号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊ ＊ ＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和３年７月１６日午前９時５０分頃、西宮市下葭原町３－８先におい

て、美化第１課の車両（塵芥車）が南進により交差点に進入したとこ
事 件 の 概 要

ろ、同交差点を東進していた相手方車両（自転車）に接触し、相手方が

負傷するとともに同車両が破損したもの。

損害賠償の額 治療費等 ３８６，７３３円
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専 決 年 月 日 令和４年７月８日

専 決 番 号 第１５号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊ ＊ ＊ ＊

令和４年３月２１日午前１１時３５分頃、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

事 件 の 概 要 ＊＊先において、消防団の車両（消防車）が交差点を左折しようとした

ところ、相手方フェンスに接触し、これを破損したもの。

損害賠償の額 フェンス修理費 １００，０００円

専 決 年 月 日 令和４年７月２９日

専 決 番 号 第１８号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊ ＊ ＊ ＊

令和４年６月１日午前９時３０分頃、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊先におい

て、美化第１課の職員が貨物車へ粗大ごみの積込みを行っていたとこ
事 件 の 概 要

ろ、落下した粗大ごみの一部が、駐車中の相手方車両（乗用車）に接触

し、これを破損したもの。

損害賠償の額 車両修理費等 ４４８，８８８円
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工事変更契約に係る専決処分（指定事項第３号該当）

専 決 年 月 日 令和４年７月５日

専 決 番 号 第１４号

議 決 番 号 第３６０号（令和３年３月２３日議決）

工 事 名 称 安井小学校改築電気設備工事

工 事 場 所 西宮市安井町

契約金額「２９８，１００，０００円」を
変 更 内 容

「２９７，２２１，７９９円」とする。

西宮市甲子園網引町８番１９号
契約の相手方

本多電気 株式会社

（参考）

○契約変更理由

映像配信の運用方法の変更に伴う必要機器の見直し等により減額となるため。
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専 決 年 月 日 令和４年７月２６日

専 決 番 号 第１６号

議 決 番 号 第３６１号（令和３年３月２３日議決）

工 事 名 称 安井小学校改築空調設備工事

工 事 場 所 西宮市安井町

報告第１０４号（令和４年３月１日終了）で変更した契約金額

変 更 内 容 「２４５，０６９，０００円」を

「２４５，７８４，０００円」とする。

西宮市青木町１番２３号
契約の相手方

株式会社 原田工業所

（参考）

○契約変更理由

消火設備及びダクトの一部見直しにより増額となるため。



21－9

専 決 年 月 日 令和４年７月２６日

専 決 番 号 第１７号

議 決 番 号 第３６２号（令和３年３月２３日議決）

工 事 名 称 安井小学校改築衛生設備工事

工 事 場 所 西宮市安井町

報告第１０４号（令和４年３月１日終了）で変更した契約金額

変 更 内 容 「２１０，４４２，５１１円」を

「２１１，５３９，０２２円」とする。

西宮市越水町４番２２号
契約の相手方

株式会社 エイダブリューエンジニアリング

（参考）

○契約変更理由

屋外部における給排水経路の一部見直しにより増額となるため。



報告第１２６号  

 

第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件 

 

 西宮市第三セクター等への関与に関する条例第５条第２項の規定により一般財団法人西宮

市都市整備公社の経営の健全性等の評価等を下記のとおり報告する。 

 

令和４年８月３１日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎  

 

記 

 

１ 法人の名称 

  一般財団法人西宮市都市整備公社 

２ 経営の健全性等の評価 

(1) 経営の健全性 

当法人は、幅広い分野において様々な事業を展開しているが、本市との関係が極めて

強く、自主事業及び受託事業とも本市の業務の補完・代替を担っている面が強い。 

主な自主事業としては、西宮浜産業交流会館の管理運営や公共駐車場事業などを実施

した。 

受託事業としては、地域情報化事業を、また指定管理事業として斎場の管理及び葬祭

事業を実施したが、いずれの事業も年度ごとに精算をしているため収支差額は生じてい

ない。 

法人全体としては、収支のバランスが取れており、各種財務指標の数値も良好である。

また、資産に比べて負債の割合も低く、当法人の経営状況は概ね健全であると評価する。 

一方、当法人を取り巻く環境が大きく変化しており、これまで自主事業として実施し

てきた総合行政情報化支援事業が令和３年度より民間事業者へ移管されたことから、一

層の収益確保および経営の健全化に努める必要があると考える。 

(2) 法人の事業による公益目的の達成度 

当法人は、本市の総合計画の目標とする文教住宅都市の実現の趣旨に沿って、公の施

設の管理運営や、公共駐車場の管理運営、低廉な価格で市民に提供する葬祭事業など、

本市の業務と密接な関連を有する公益的な事業を着実に実施した。 

  一方、当法人の事業は、時代の変化によって縮小していくなか、より効率的、効果的

な方法による事業の執行が求められている。 
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（参考１）

（単位：円）

Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1．経常増減の部
　(1) 経常収益

 ① 基本財産運用益 2,813,792 2,813,833 △ 41 
基本財産受取利息 2,813,792 2,813,833 △ 41 

 ② 事業収益 245,765,169 255,486,995 △ 9,721,826 
事業収益 74,930,789 92,873,068 △ 17,942,279 
受託事業収益 140,596,816 133,703,155 6,893,661 
家賃収益 30,237,564 28,910,772 1,326,792 

 ③ 受取補助金等 23,330,425 22,971,371 359,054 
受取地方公共団体補助金 14,061,940 13,702,886 359,054 
受取補助金等振替額 9,268,485 9,268,485 0 

 ④ 受取負担金 8,011,653 8,361,609 △ 349,956 
受取負担金 8,011,653 8,361,609 △ 349,956 

 ⑤ 雑収益 2,833,539 9,783,411 △ 6,949,872 
運用財産利息収益 2,393 2,992 △ 599 
受取利息 233,865 299,400 △ 65,535 
雑収益 2,597,281 9,481,019 △ 6,883,738 

 ⑥ 引当金取崩益 848,535 1,221,881 △ 373,346 
賞与引当金取崩益 848,000 778,400 69,600 
貸倒引当金取崩益 535 443,481 △ 442,946 

経常収益計 283,603,113 300,639,100 △ 17,035,987 
　(2) 経常費用

 ① 事業費 292,322,859 315,467,233 △ 23,144,374 
報酬 62,590,169 66,179,355 △ 3,589,186 
退職給付費用 983,970 953,390 30,580 
法定福利費 8,990,319 9,340,509 △ 350,190 
厚生費 191,223 185,626 5,597 
旅費交通費 0 545 △ 545 
通信運搬費 1,467,977 2,140,994 △ 673,017 
消耗什器備品費 431,111 510,443 △ 79,332 
消耗品費 25,079,748 25,894,419 △ 814,671 
修繕費 14,105,977 12,510,290 1,595,687 
印刷製本費 173,849 257,330 △ 83,481 
燃料費 567,656 456,760 110,896 
光熱水料費 13,112,423 11,748,547 1,363,876 
使用料及び賃借料 33,487,497 33,120,522 366,975 
保険料 2,075,123 2,137,354 △ 62,231 
租税公課 17,040,546 13,728,123 3,312,423 
支払負担金 2,673,274 2,505,943 167,331 
支払寄付金 1,000,000 1,000,000 0 
委託費 61,598,512 87,636,051 △ 26,037,539 
手数料 726,917 669,765 57,152 
雑費 495,127 477,246 17,881 
貸倒引当金繰入 5,355 535 4,820 
減価償却費 44,931,886 43,417,586 1,514,300 
賞与引当金繰入 594,200 595,900 △ 1,700 

正味財産増減計算書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

科　　目 当年度 前年度 増減
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（単位：円）

正味財産増減計算書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

科　　目 当年度 前年度 増減

 ② 管理費 17,100,210 15,958,742 1,141,468 
報酬 5,459,072 4,688,828 770,244 
法定福利費 872,548 857,201 15,347 
厚生費 31,724 10,588 21,136 
旅費交通費 0 75 △ 75 
通信運搬費 33,663 30,605 3,058 
消耗什器備品費 0 45,565 △ 45,565 
消耗品費 43,147 88,733 △ 45,586 
修繕費 3,163 0 3,163 
印刷製本費 215 0 215 
燃料費 4,892 4,801 91 
光熱水料費 75,776 58,072 17,704 
使用料及び賃借料 351,171 317,380 33,791 
保険料 15,007 14,746 261 
租税公課 415,477 415,575 △ 98 
支払負担金 9,202,457 8,865,405 337,052 
委託費 314,108 293,233 20,875 
手数料 25,690 15,835 9,855 
賞与引当金繰入 252,100 252,100 0 

経常費用計 309,423,069 331,425,975 △ 22,002,906 
当期経常増減額 △ 25,819,956 △ 30,786,875 4,966,919 

 2．経常外増減の部
　(1) 経常外費用

 ① 固定資産除却費 1 1,011,337 △ 1,011,336 
建物除却費 0 1 △ 1 
什器備品除却費 1 1,011,336 △ 1,011,335 

 ② 移管損 0 512,367 △ 512,367 
移管損 0 512,367 △ 512,367 

経常外費用計 1 1,523,704 △ 1,523,703 
当期経常外増減額 △ 1 △ 1,523,704 1,523,703 
当期一般正味財産増減額 △ 25,819,957 △ 32,310,579 6,490,622 
一般正味財産期首残高 1,423,052,274 1,455,362,853 △ 32,310,579 
一般正味財産期末残高 1,397,232,317 1,423,052,274 △ 25,819,957 

Ⅱ 指定正味財産増減の部
 ① 一般正味財産への振替額 9,268,485 9,268,485 0 

一般正味財産への振替額 9,268,485 9,268,485 0 
当期指定正味財産増減額 △ 9,268,485 △ 9,268,485 0 
指定正味財産期首残高 869,290,865 878,559,350 △ 9,268,485 
指定正味財産期末残高 860,022,380 869,290,865 △ 9,268,485 

Ⅲ 正味財産期末残高 2,257,254,697 2,292,343,139 △ 35,088,442 
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（単位：円）

Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1．経常増減の部
　(1) 経常収益

 ① 基本財産運用益 0 0 2,813,792 2,813,792 

基本財産受取利息 0 0 2,813,792 2,813,792 

 ② 事業収益 0 245,765,169 0 245,765,169 

事業収益 0 74,930,789 0 74,930,789 

受託事業収益 0 140,596,816 0 140,596,816 

家賃収益 0 30,237,564 0 30,237,564 

 ③ 受取補助金等 0 9,268,485 14,061,940 23,330,425 

受取地方公共団体補助金 0 0 14,061,940 14,061,940 

受取補助金等振替額 0 9,268,485 0 9,268,485 

 ④ 受取負担金 0 8,011,653 0 8,011,653 

受取負担金 0 8,011,653 0 8,011,653 

 ⑤ 雑収益 0 2,813,375 20,164 2,833,539 

運用財産利息収益 0 0 2,393 2,393 

受取利息 0 233,865 0 233,865 

雑収益 0 2,579,510 17,771 2,597,281 

 ⑥ 引当金取崩益 0 596,435 252,100 848,535 

賞与引当金取崩益 0 595,900 252,100 848,000 

貸倒引当金取崩益 0 535 0 535 

経常収益計 0 266,455,117 17,147,996 283,603,113 

　(2) 経常費用
 ① 事業費 1,000,000 291,322,859 0 292,322,859 

報酬 0 62,590,169 0 62,590,169 

退職給付費用 0 983,970 0 983,970 

法定福利費 0 8,990,319 0 8,990,319 

厚生費 0 191,223 0 191,223 

通信運搬費 0 1,467,977 0 1,467,977 

消耗什器備品費 0 431,111 0 431,111 

消耗品費 0 25,079,748 0 25,079,748 

修繕費 0 14,105,977 0 14,105,977 

印刷製本費 0 173,849 0 173,849 

燃料費 0 567,656 0 567,656 

光熱水料費 0 13,112,423 0 13,112,423 

使用料及び賃借料 0 33,487,497 0 33,487,497 

保険料 0 2,075,123 0 2,075,123 

租税公課 0 17,040,546 0 17,040,546 

支払負担金 0 2,673,274 0 2,673,274 

支払寄付金 1,000,000 0 0 1,000,000 

委託費 0 61,598,512 0 61,598,512 

手数料 0 726,917 0 726,917 

雑費 0 495,127 0 495,127 

貸倒引当金繰入 0 5,355 0 5,355 

減価償却費 0 44,931,886 0 44,931,886 

賞与引当金繰入 0 594,200 0 594,200 

正味財産増減計算書内訳表
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

科　　目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 合計
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（単位：円）

正味財産増減計算書内訳表
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

科　　目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 合計

 ② 管理費 0 0 17,100,210 17,100,210 

報酬 0 0 5,459,072 5,459,072 

法定福利費 0 0 872,548 872,548 

厚生費 0 0 31,724 31,724 

通信運搬費 0 0 33,663 33,663 

消耗品費 0 0 43,147 43,147 

修繕費 0 0 3,163 3,163 

印刷製本費 0 0 215 215 

燃料費 0 0 4,892 4,892 

光熱水料費 0 0 75,776 75,776 

使用料及び賃借料 0 0 351,171 351,171 

保険料 0 0 15,007 15,007 

租税公課 0 0 415,477 415,477 

支払負担金 0 0 9,202,457 9,202,457 

委託費 0 0 314,108 314,108 

手数料 0 0 25,690 25,690 

賞与引当金繰入 0 0 252,100 252,100 

経常費用計 1,000,000 291,322,859 17,100,210 309,423,069 

当期経常増減額 △ 1,000,000 △ 24,867,742 47,786 △ 25,819,956 

 2．経常外増減の部
　(1) 経常外費用

 ① 固定資産除却費 0 1 0 1 

什器備品除却費 0 1 0 1 

経常外費用計 0 1 0 1 

当期経常外増減額 0 △ 1 0 △ 1 

当期一般正味財産増減額 △ 1,000,000 △ 24,867,743 47,786 △ 25,819,957 

一般正味財産期首残高 △ 5,000,000 1,418,755,568 9,296,706 1,423,052,274 

一般正味財産期末残高 △ 6,000,000 1,393,887,825 9,344,492 1,397,232,317 

Ⅱ 指定正味財産増減の部
 ① 一般正味財産への振替額 0 9,268,485 0 9,268,485 

一般正味財産への振替額 0 9,268,485 0 9,268,485 

当期指定正味財産増減額 0 △ 9,268,485 0 △ 9,268,485 

指定正味財産期首残高 0 359,290,865 510,000,000 869,290,865 

指定正味財産期末残高 0 350,022,380 510,000,000 860,022,380 

Ⅲ 正味財産期末残高 △ 6,000,000 1,743,910,205 519,344,492 2,257,254,697 
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（単位：円）

当年度 前年度 増減

Ⅰ 資産の部
1．流動資産
　　　現金 705,310  1,028,810  △ 323,500  
　　　普通預金 378,236,884  351,017,667  27,219,217  
　　　未収金 2,284,877  29,706,924  △ 27,422,047  
  　流動資産合計 381,227,071  381,753,401  △ 526,330  
2．固定資産
(1) 基本財産
　　　定期預金 276,339  379,624  △ 103,285  
　　　投資有価証券 509,723,661  509,620,376  103,285  

 基本財産合計 510,000,000  510,000,000  0  
(2) 特定資産
　　　退職給付引当資産 14,045,320  13,061,350  983,970  
　　　減価償却引当資産 283,901,839  288,215,839  △ 4,314,000  
　　　保証金積立資産 2,018,000  2,087,000  △ 69,000  
　　　運用財産積立資産 3,000,000  3,000,000  0  
　　　特定資産－建物 526,539,789  541,018,935  △ 14,479,146  
　　　特定資産－構築物 1  1  0  

 特定資産合計 829,504,949  847,383,125  △ 17,878,176  
(3) その他固定資産
　　　土地 168,289,519  168,289,519  0  
　　　建物 417,815,058  443,727,215  △ 25,912,157  
　　　建物付属設備 21,141,798  16,411,243  4,730,555  
　　　構築物 924,922  1,124,633  △ 199,711  
　　　車両運搬具 1  1  0  
　　　機械装置 97,650  131,130  △ 33,480  
　　　什器備品 48,607  97,208  △ 48,601  
　　　リース資産 7,350,420  9,450,540  △ 2,100,120  

 その他固定資産合計 615,667,975  639,231,489  △ 23,563,514  
  　固定資産合計 1,955,172,924  1,996,614,614  △ 41,441,690  

 資 産 合 計 2,336,399,995  2,378,368,015  △ 41,968,020  
Ⅱ 負債の部

1．流動負債
　　　未払金 51,437,962  57,306,864  △ 5,868,902  
　　　前受金 1,491,073  1,329,007  162,066  
　　　預り金 1,956,223  1,942,115  14,108  
　　　賞与引当金 846,300  848,000  △ 1,700  
  　流動負債合計 55,731,558  61,425,986  △ 5,694,428  
2．固定負債
　　　退職給付引当金 14,045,320  13,061,350  983,970  
　　　受入保証金 2,018,000  2,087,000  △ 69,000  
　　　リース債務 7,350,420  9,450,540  △ 2,100,120  
  　固定負債合計 23,413,740  24,598,890  △ 1,185,150  

 負 債 合 計 79,145,298  86,024,876  △ 6,879,578  
Ⅲ 正味財産の部

1．指定正味財産
　　 地方公共団体補助金 350,022,380  359,290,865  △ 9,268,485  
　　 寄付金 510,000,000  510,000,000  0  

 指定正味財産合計 860,022,380  869,290,865  △ 9,268,485  
（うち基本財産への充当額） (510,000,000) (510,000,000) (0)
（うち特定資産への充当額） (350,022,380) (359,290,865) (△ 9,268,485)

2．一般正味財産 1,397,232,317  1,423,052,274  △ 25,819,957  
（うち基本財産への充当額） (0) (0) (0)
（うち特定資産への充当額） (463,419,249) (472,943,910) (△ 9,524,661)
 正味財産合計 2,257,254,697  2,292,343,139  △ 35,088,442  

2,336,399,995  2,378,368,015  △ 41,968,020  

（貸借対照表に関する注記）

貸借対照表
令和４年３月３１日現在

科　　目

負債及び正味財産合計

実施事業資産はなし。
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（参考２） 

指標 令和２年度 令和３年度 

正味財産比率 ９６．４％ ９６．６％ 

借入金依存率 ０．０％ ０．０％ 

自己収益比率 ８４．４％ ８４．７％ 

当期経常増減率 △ １０．２％ △ ９．１％ 

総資産当期経常増減率 △ １．３％ △ １．１％ 

人件費比率 ２８．９％ ２８．５％ 

管理費比率 ４．８％ ５．５％ 
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報告第１２７号  

 

第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件 

 

 西宮市第三セクター等への関与に関する条例第５条第２項の規定により公益財団法人西宮

市国際交流協会の経営の健全性等の評価等を下記のとおり報告する。 

 

  令和４年８月３１日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎  

 

記 

 
１ 法人の名称 

  公益財団法人西宮市国際交流協会 

２ 経営の健全性等の評価 

  (1) 経営の健全性     

西宮市国際交流協会（以下、当協会という。）は「多文化共生社会の実現に関する事業」、

「国際交流・国際協力に関する事業」及び「国際理解に関する事業」の公益目的事業を

推進し、収益の確保を主たる目的としていないことから、令和３年度の当期経常増減額

は△３５３千円となっているが、正味財産比率は９８％、借入金依存率は０％であり、

概ね健全と評価する。引き続き、さらなる経営の安定化に向けた取組みを求めていく。 

(2) 法人の事業による公益目的の達成度   

当協会の「多文化共生社会の実現に関する事業」では、新型コロナウイルス感染症対

策を行いながら、引き続き学習支援、各種相談や情報提供など、主に「外国人市民にと

って安心して暮らせる環境整備」につながる、多文化共生の住みよい地域づくりの推進

にかかる事業を実施した。なお、これらの事業は、当協会の趣旨に賛同し、登録するボ

ランティア自主活動グループなどの参画と協力を得ることにより、幅広く実施している。

「国際交流・国際協力に関する事業」では、外国人市民とのふれあい事業や、国際交流・

国際協力に取り組む地域団体の事業支援など、主に市民レベルでの幅広い国際交流活動

を促進する、国際交流・国際協力の推進にかかる事業を実施した。「国際理解に関する事

業」では、国際理解について市民の関心を高め、また世界各国の文化等に対する理解を

深めるため、「多文化共生社会への理解促進」につながる国際理解講座や、国際理解に関

する情報提供などを行った。 

なお令和３年度も引き続き、コロナ禍において、外国人市民が情報弱者とならないよ

う、多言語による各種行政情報の迅速な発信に努めた。 

当協会は、市と緊密に連携して事業を実施しており、市と市民、民間団体を繋ぐパイ

プ役となり、本市の基本方針となる総合計画の「多文化共生及び姉妹・友好都市交流の

推進」の中心的な役割を担い、公益目的を達成しているものと評価する。 
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（参考１） 

貸借対照表（令和 4 年 3月 31 日現在） 

                               （単位：円） 

勘定科目         金額 勘定科目          金額 

（資産の部） 

流動資産        7,337,960 

固定資産       328,671,691 

 

 

（負債の部） 

流動負債         5,656,906 

固定負債                0 

負債合計                 5,656,906 

（正味財産の部） 

正味財産        330,352,745 

正味財産合計      330,352,745 

資産合計       336,009,651 負債及び正味財産合計  336,009,651 

 

正味財産増減計算書（令和 3 年 4月 1 日から令和 4 年 3月 31 日まで） 

                           （単位：円） 

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

１ 経常増減の部 

(1) 経常収益 

(2) 経常費用 

  評価損益等 

     当期経常増減額 

 

 

25,232,258 

25,585,297 

0 

△ 353,039 

 ２ 経常外増減の部 

(1) 経常外収益 

(2)  経常外費用 

   当期経常外増減額 

 

0 

0 

0 

   税引前当期一般正味財産増減額 

   法人税等 

     当期一般正味財産増減額 

△ 353,039 

82,000 

△ 435,039 

 一般正味財産期首残高 

 一般正味財産期末残高 

Ⅱ 指定正味財産増減の部 

  当期指定正味財産増減額 

  指定正味財産期首残高 

  指定正味財産期末残高 

Ⅲ 正味財産期末残高 

23,787,784 

23,352,745 

 

0 

307,000,000 

307,000,000 

330,352,745 
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（参考２） 

指標 令和２年度 令和３年度 

正味財産比率 ９８．２％ ９８．３％ 

借入金依存率  ０．０％  ０．０％ 

自己収益比率 １８．１％ １９．１％ 

当期経常増減率 △ ２．８％ △ １．４％ 

総資産当期経常増減率 △ ０．２％ △ ０．１％ 

人件費比率 ２４．８％ ２３．８％ 

管理費比率 ２２．２％ ２２．０％ 
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                                 報告第１２８号 

 

第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件 

 

 西宮市第三セクター等への関与に関する条例第５条第２項の規定により西宮市土地開発公

社の経営の健全性等の評価等を下記のとおり報告する。 

 

  令和４年８月３１日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 
１ 法人の名称 

  西宮市土地開発公社 

２ 経営の健全性等の評価 

(1) 経営の健全性 

西宮市土地開発公社の経営の健全化に関する計画に基づき、市は平成２３年４月に公

社から貸付金５，０９０，７００千円の償還を受け市の公社への無利子貸付金を解消す

るとともに、未利用の公社長期保有地１７，２６２㎡、３，９２５，３４７千円を買戻

し、市の債務であった公社事業未収金１，５１２，４３３千円も解消したことにより、

公社の経営は大きく改善されている。 

また、平成２５年２月２８日付の総務省の土地開発公社経営健全化対策措置要領取扱

細則で示す経営の抜本的な健全化（指標）では、①債務保証等対象土地の年度末の簿価

総額を市の標準財政規模で除して得た数値が０．２以下、②債務保証等対象土地であっ

て保有期間が５年以上であるものの年度末簿価総額を市の標準財政規模で除して得た数

値が０．１以下、③供用済土地及び未収金土地を解消することとしている。 

西宮市土地開発公社では、令和３年度末現在①は、０．０５３で指標を下回り、②も、

０．０５３で指標を下回り、③の供用済土地及び未収金土地はなく、健全と評価する。 

(2) 法人の事業による公益目的の達成度 

西宮市土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、公有地の取得事

業と市有地の造成事業（いずれも管理や処分も含む）を行っている。 

令和３年度は、公有地取得事業では、新たな取得はなかったが、保有していた道路用

地６９㎡を処分した。 

令和３年度の土地造成事業（宅地分譲）では、市の未利用地の利活用に関する方針に
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基づく市有地等の売却について、公社造成事業として３５区画、６，４８７㎡、

６９０，１７７千円の宅地分譲を行い、市収入の確保や優良宅地の提供に貢献している。 

また、甲子園浜１丁目の公有地５．６ｈａを、未利用地の有効利用として活用を行い、

年間１２４，３２０千円の収益を上げ、経常利益は９１，１８４千円である。 

以上のことから、西宮市土地開発公社の事業は公益目的を達成していると評価する。 

(3) 公的支援の妥当性 

   該当なし。 
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報告第１２９号  

 

   第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件 

 

西宮市第三セクター等への関与に関する条例第５条第２項の規定により西宮都市管理株式

会社の経営の健全性等の評価等を下記のとおり報告する。 

 

令和４年８月３１日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

１ 法人の名称 

西宮都市管理株式会社 

２ 経営の健全性等の評価 

 (1) 経営の健全性 

西宮都市管理株式会社は平成５年５月に設立され、当初より不安定な財務基盤であっ

たが、内部努力や出資者の支援により、単年度黒字を達成できるようになった。しかし、

平成２０年９月、キーテナントの撤退表明に端を発して経営状況が悪化し、経営改善の

必要性に迫られた。 

平成２１年度に経営改善計画を策定し、経営の効率化や内部努力を重ね、同年度決算

は赤字であったものの、平成２２年度以降は黒字転換し、経営改善計画を上回る結果と

なっている。 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種も進み、新規感染者数が減

少した結果、個人の消費活動も徐々に回復し、日本ショッピングセンター協会が発表し

た令和３年の既存店売上高は前年比で３．１％増加となっている。フレンテ西宮・専門

店の売上高は前年度比で１．９３％減少しており、業種による格差が見られたものの、

緊急事態宣言やそれに引き続くまん延防止等重点措置の影響を受けた。売上高は減少し

たが、西宮都市管理株式会社の経常利益は前年度比１９．４％増加し、税引き後当期純

利益は３２，２２１千円を確保した。 

売上高営業利益率については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により令和元年

度からは０．７６ポイント低くなっているものの、令和３年中小企業実態基本調査を

５．４６ポイント上回っており、引き続き経営改善の効果が現れているものと思われる。

また、平成２３年度に実施した、９９０，０００千円の長期貸付についても、約定どお

りの返済を行っている。 

同社の経営に大きな影響を及ぼすこととなる建設協力金３７６，０００千円について

は、特定調停の和解が成立し、平成２６年度から令和８年度までの１３年間で分割返済

することとなり、令和３年度は、約定どおり２９，３３３千円の返済を行った。 
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以上のとおり、令和３年度も引き続き単年度黒字を達成し、年度当初の経営計画を上

回る結果となっていることから、短期的な安定性の確保は認められる。 

今後については、新型コロナウイルス感染症の影響による消費者の購買力の冷え込み

に加え、世界的な原料・原油価格の高騰による物価や光熱費の上昇などにより収益性の

悪化は避けられない状況となっている。また、近隣スーパーマーケット等との競合激化

など、同社を取り巻く経営環境はより厳しくなることが予想されており、市は引き続き

同社の経営状況のモニタリングを行っていく。 

 (2) 法人の事業による公益目的の達成度 

西宮都市管理株式会社は、「フレンテ西宮」の店舗及び駐車場などの管理・運営業務や、

営業管理並びに販売促進業務を行っている。令和３年度は緊急事態宣言等による休業や

時短営業の影響で、フレンテ全体の入館客数、専門店売上高は前年度に比して微減とな

った。 

 (3) 公的支援の妥当性 

  ア これまでに行った公的支援 

 平成２３年度に９９０，０００千円（３４年間）の長期貸付を行った。令和３年度末

現在の融資残高は６９０，０００千円となっている。 

  イ 妥当性の評価 

 ＪＲ西宮駅周辺地区のにぎわいあるまちづくりに、「フレンテ西宮」は必要不可欠な

施設であり、同施設の空洞化を防ぎ、安定した運営を行うことは、西宮市のまちづくり

にとって重要な課題である。 

 西宮都市管理株式会社に対する貸付は、「フレンテ西宮」が市民にとって便利かつ安

定した施設として維持していくことに資するものであり、妥当と評価する。 
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（参考１）

（単位：円）

H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31 R3.3.31 R4.3.31

資産合計 1,853,694,029 1,819,354,093 1,772,585,548 1,761,755,848 1,716,073,068

流動資産 186,068,156 187,606,909 178,178,063 207,413,153 201,928,584

固定資産 1,667,625,873 1,631,747,184 1,594,407,485 1,554,342,695 1,514,144,484

負債の部 1,268,222,371 1,201,609,075 1,123,781,453 1,085,938,701 1,008,034,820

流動負債 156,740,966 150,687,747 140,027,074 142,238,983 130,222,484

固定負債 1,111,481,405 1,050,921,328 983,754,379 943,699,718 877,812,336

純資産の部 585,471,658 617,745,018 648,804,095 675,817,147 708,038,248

資本金 499,000,000 499,000,000 499,000,000 499,000,000 499,000,000

資本剰余金 121,600 121,600 121,600 121,600 121,600

利益剰余金 86,350,058 118,623,418 149,682,495 176,695,547 208,916,648

（単位：円）

H29.4.1-
H30.3.31

H30.4.1-
H31.3.31

H31.4.1-
R2.3.31

R2.4.1-
R3.3.31

R3.4.1-
R4.3.31

売上高 401,191,633 405,944,930 397,463,892 390,446,724 390,037,654

売上原価 182,178,228 186,081,339 182,505,732 184,276,545 184,414,652

売上総利益 219,013,405 219,863,591 214,958,160 206,170,179 205,623,002

販売費及び一般管理費 167,994,202 173,541,037 166,522,061 164,712,072 161,044,708

営業利益 51,019,203 46,322,554 48,436,099 41,458,107 44,578,294

営業外収益 2,918,237 2,379,635 2,006,846 2,354,707 7,656,403

営業外費用 2,117,799 1,725,229 1,471,368 1,021,962 1,121,296

経常利益 51,819,641 46,976,960 48,971,577 42,790,852 51,113,401

特別利益 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0

税引前当期純利益 51,819,641 46,976,960 48,971,577 42,790,852 51,113,401

法人税等 16,448,900 14,703,600 17,912,500 15,777,800 18,892,300

当期純利益 35,370,741 32,273,360 31,059,077 27,013,052 32,221,101

（参考２）

経営指標 評価 H29 H30 R1 R2 R3

(１)総資本経常利益率 収益性 2.80% 2.58% 2.76% 2.43% 2.98%

(２)総資本営業利益率 2.75% 2.55% 2.73% 2.35% 2.60%

(３)自己資本当期純利益率 6.04% 5.22% 4.79% 4.00% 4.55%

(４)売上高総利益率 54.59% 54.16% 54.08% 52.80% 52.72%

(５)売上高営業利益率 収益性 12.72% 11.41% 12.19% 10.62% 11.43%

(６)売上高経常利益率 12.92% 11.57% 12.32% 10.96% 13.10%

(７)売上高対販売費・
　   一般管理費比率

41.87% 42.75% 41.90% 42.19% 41.29%

(８)総資本回転率 0.22 回 0.22 回 0.22 回 0.22 回 0.23 回

(９)流動比率 安定性 118.71% 124.50% 127.25% 145.82% 155.06%

(10)固定比率 284.83% 264.15% 245.75% 229.99% 213.85%

(11)自己資本比率 安定性 31.58% 33.95% 36.60% 38.36% 41.26%

(12)財務レバレッジ 3.17 倍 2.95 倍 2.73 倍 2.61 倍 2.42 倍

(13)負債比率 216.62% 194.52% 173.21% 160.69% 142.37%

(14)付加価値比率 54.59% 54.16% 54.08% 52.80% 52.72%

(15)機械投資効率

(16)労働分配率 21.17% 23.88% 24.98% 25.61% 26.22%

(17)借入金依存率 安定性 44.74% 43.56% 42.63% 41.83% 40.97%

(18)売上高人件費率 効率性 11.24% 11.96% 11.84% 12.17% 12.47%

（注）算出に使用する費目が負値などの場合には「-」と表示しています。

貸借対照表

損益計算書

経営指標
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報告第１３０号  

 

第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件 

 

 西宮市第三セクター等への関与に関する条例第５条第２項の規定により公益財団法人西宮

市文化振興財団の経営の健全性等の評価等を下記のとおり報告する。 

 

  令和４年８月３１日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎  

 

記 

 

１ 法人の名称 

  公益財団法人西宮市文化振興財団 

２ 経営の健全性等の評価 

(1) 経営の健全性 

芸術文化鑑賞振興育成事業については、事業費の精査と併せて入場料等収入の確保に努め

た。新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年度大幅に減少した自主事業収益が、令

和３年度は一定回復したことにより、自己収益比率が改善したが、制限下での事業実施を余

儀なくされていることから、完全な回復には至っていない。また、平成２８年度から３０年

度にかけて市の派遣職員に代え、新たに芸術文化の分野に長けた職員４名を財団で雇用した

ため人件費比率は上昇しているが、その財源として市は補助金を交付している。正味財産比

率は、令和３年度決算で９１％、借入金依存率は０％であり、コロナ禍の影響は残るものの、

財団の経営については概ね健全であると評価するが、今後、さらなる経営の安定化、収益の

向上を求めていく。 
(2) 法人の事業による公益目的の達成度 

当法人は自主事業として、人気の高い落語会や、気軽に文化芸術と出会い楽しむ機会を市

内各所で提供する「おさんぽアミティ」、本市出身の声楽家を中心に一般公募の市民による合

唱やボランティアスタッフと共に開催する「にしのみやオペラ」など、地域における文化振

興事業を実施し、令和３年度は２，０８５人の入場者があった。また、西宮にゆかりのある

文学作品等をオンライン講座で解説する「西宮文学案内」、文化芸術をオンラインで鑑賞する

「おうちでアミティ」を実施し、動画コンテンツを作成・配信した。さらに、市からの受託

事業として、広く全国から作品を公募する西宮市展、市内芸術団体の協力を得て市民に良質

な芸術の鑑賞機会を提供する西宮市芸術祭など様々な芸術文化事業を実施しており、令和３

年度は３，９０４人の入場者があったほか、市民主体で実施する芸術文化事業への助成や広

報支援などを行った。 
これら自主事業、受託事業の実施は、市民主体の文化振興を目指す西宮市文化振興ビジョ

ンの推進に大きく寄与していると評価する。 
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指定管理者としては、西宮市民会館の運営管理、受託事業として東高校ホールの管理を行

うなかで、主催者や鑑賞者からハード面のニーズを把握し、市民会館会議室に個別空調を新

設するなど、利用者へのサービス向上に取り組んでいる。 
このように文化振興財団の事業は、公益目的を達成しているものと評価する。 

 

 

（参考１） 

貸借対照表（令和 4 年 3月 31 日現在） 

(単位：円) 

勘定科目  金額  勘定科目   金額 

（資産の部）    （負債の部）     

流動資産  41,514,652  流動負債  21,002,869 

固定資産  606,406,523  固定負債  35,735,802 

     負債合計   56,738,671 

     （正味財産の部）    

     正味財産  591,182,504 

      正味財産の合計   591,182,504 

資産合計  647,921,175  負債及び正味財産合計 647,921,175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26－2



 

正味財産増減計算書（令和 3 年 4月 1 日から令和 4 年 3月 31 日まで） 

（単位：円） 

Ⅰ 一般正味財産増減の部     

 １ 経常増減の部     

  (1) 経常収益   258,525,152 

(2) 経常費用   258,845,558 

当期経常増減額    △ 320,406 

 ２ 経常外増減の部      

(1) 経常外収益   0 

(2) 経常外費用   0 

当期経常外増減額    0 

当期一般正味財産増減額  △ 320,406 

一般正味財産期首残高    91,502,910 

一般正味財産期末残高   91,182,504 

Ⅱ 指定正味財産増減の部    

当期指定正味財産増減額  0 

指定正味財産期首残高  500,000,000 

指定正味財産期末残高  500,000,000 

Ⅲ 正味財産期末残高    591,182,504 

 

 

（参考２） 

指標 令和２年度 令和３年度 

正味財産比率 ８９．５％ ９１．２％ 

借入金依存率 ０．０％ ０．０％ 

自己収益比率 １０．５％ １６．２％ 

当期経常増減率 △ ０．１％ △ ０．１％ 

総資産当期経常増減率 ０．０％ ０．０％ 

人件費比率 ３１．１％ ３１．６％ 

管理費比率 ２．８％ ２．０％ 
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報告第１３１号  

 

第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件 

 

 西宮市第三セクター等への関与に関する条例第５条第２項の規定により公益財団法人西宮

スポーツセンターの経営の健全性等の評価等を下記のとおり報告する。 

 

  令和４年８月３１日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎  

 

記 

 

１ 法人の名称 

  公益財団法人西宮スポーツセンター 

２ 経営の健全性等の評価 

(1)  経営の健全性 

公益目的事業は、市民の生涯スポーツの普及・促進を図るため、低廉な価格であらゆ

る世代を対象として各種スポーツ推進事業を展開している。したがって、当該団体は収

益の確保を主たる目的とはしておらず、収益性は低いと言える。 

令和３年度も新型コロナウイルス感染症拡大によるスポーツ教室等事業中止の影響が

あったものの、経常収益は前年度に比べて１，０８４万円、３．４％増加した。しかし、

経常費用も前年度に比べて１，６０６万５千円、４．６％増加し、当期一般正味財産増減

額は２，７４３万２千円の赤字額を計上することになった。コロナ禍による収支悪化に

ついては、国の支援策活用や新規受託事業などで補填を図っている。 

法人設立時に比べ、指定管理者制度の導入など事業環境の変化は甚だしく、また新型

コロナウイルス感染症の終息時期も見通せず、経営に及ぼす影響も予測が困難な状況に

ある。しかし、当該団体は民間では提供が難しい公益性を重視した事業展開の確立など、

公益財団法人として期待される役割を果たしていくために、コロナ禍に対応できるだけ

の経営基盤を構築していく必要がある。 

(2)  法人の事業による公益目的の達成度 

市民の生涯スポーツの振興を図るため、それぞれのライフステージに応じた一貫性の

あるプログラムを作成し、継続的にスポーツに親しんでもらえるよう、ニーズを踏まえ

た各種スポーツ推進事業を実施している。 

主催するスポーツ教室は、スポーツセンターや市内の体育館等を活動の場として、幼

児期から高齢期まで幅広い年齢層に向けて教室等を実施し、のべ約７万人の参加者を得

ている。ほかに、市からスポーツ推進関連事業委託業務の受託や就学前の子どもを対象

とした事業、障害者スポーツの体験会を開催するなど、独自のノウハウを用い、本市スポ

ーツ施策と緊密に連携している。 
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運動施設の指定管理者として、５体育館をはじめとする１６施設の管理運営を行い、

スポーツ施設の利活用促進や市民の健康増進という役割を担っている。 

そのほかに、市とアスリート、大学、企業、スポーツ関係団体等との連携により、ス

ポーツを通じて社会課題の解決や健康で明るいまちづくりに寄与することを目的に平成

２６年９月に発足した「アスレチック・リエゾン・西宮」の事務局業務を担っており、事

業の企画調整や運営に携わっている。 

これらのとおり、公益財団法人西宮スポーツセンターの事業は、概ね公益目的を達成

していると評価する。 

 

 

（参考１） 

 貸借対照表（３ヵ年推移） 

（単位：円） 

  令和元年度 令和２年度 令和３年度 

 

資産 

流動資産 

固定資産 

66,091,413 

188,012,406 

42,734,837 

190,247,216 

21,065,662 

184,225,216 

資産合計（Ａ） 254,103,819 232,982,053 205,290,878 

 

負債 

流動負債 

固定負債 

33,715,716 

30,650,836 

28,550,572 

36,900,454 

26,672,223 

38,518,772 

負債合計（Ｂ） 64,366,552 65,451,026 65,190,995 

正味財産（Ａ－Ｂ） 189,737,267 167,531,027 140,099,883 

注：各年度の年度末現在 
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正味財産増減計算書（３ヵ年推移） 

（単位：円） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

 １ 経常増減の部 

  (1) 経常収益 

  (2) 経常費用 

    当期経常増減額 

 

 

337,783,295 

350,904,378 

△ 13,121,083 

 

 

323,361,757 

345,567,997 

△ 22,206,240 

 

 

334,201,042 

361,632,186 

△ 27,431,144 

 ２ 経常外増減の部 

  (1) 経常外収益 

  (2) 経常外費用 

    当期経常外増減額 

 

2,480,460 

0 

2,480,460 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

  税引前当期一般正味財産増減額 

  法人税等 

  当期一般正味財産増減額 

△ 10,640,623 

0 

△ 10,640,623 

△ 22,206,240 

0 

△ 22,206,240 

△ 27,431,144 

0 

△ 27,431,114 

  一般正味財産期首残高 

  一般正味財産期末残高 

Ⅱ 指定正味財産増減の部 

  当期指定正味財産増減額 

  指定正味財産期首残高 

  指定正味財産期末残高 

Ⅲ 正味財産期末残高 

139,377,890 

128,737,267 

 

0 

61,000,000 

61,000,000 

189,737,267 

128,737,267 

106,531,027 

 

0 

61,000,000 

61,000,000 

167,531,027 

106,531,027 

79,099,883 

 

0 

61,000,000 

61,000,000 

140,099,883 

 

 

（参考２） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

正味財産比率 ７４．７％ ７１．９％ ６８．２％ 

自己収益比率 ９１．６％ ８５．０％ ８３．４％ 

当期経常増減率 △ ３．９％ △ ６．９％ △ ８．２％ 

総資産当期経常増減率 △ ５．２％ △ ９．５％ △ １３．４％ 

人件費比率 ４４．２％ ４６．５％ ４６．７％ 

市への依存率（注） ７０．１％ ７３．５％ ７０．７％ 

（注）市への依存率＝市からの委託料・指定管理料・補助金の合計／経常収益 
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